
 1 

令和５年１０月６日 

都市整備局営繕部営繕課 

 

質疑・回答書 

 

件名：中央図書館等移転改修事業に係る公募型プロポーザル 

 

№ 資料名及びページ 質疑内容 回答 

１ 中央図書館等移転

改修事業に係る公

募型プロポーザル

方式手続開始の公

示 P3 

公示 3(15)アに記載の技術者は、イに記

載の主任技術者又は監理技術者と考え

てよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

イに記載の主任技術者又は監理技

術者は、アに掲げる施工経験を有

する者とします。 

２ 中央図書館等移転

改修事業に係る公

募型プロポーザル

方式手続開始の公

示 P3 

中央図書館等移転

改修事業に係る公

募型プロポーザル

実施要領 P5 

配置予定技術者について、公示（15）に

は「見積書提出時に配置」と記載されて

います。一方、実施要領 9 エ(ｱ)ｂには

「契約日から引渡し日まで配置」と記

載されています。実施要領を正として

よろしいでしょうか。 

技術者の配置について、見積書の

提出時において、契約日から引き

渡し日までの配置が確実であるこ

とを意味します。 

３ 中央図書館等移転

改修事業に係る公

募型プロポーザル

方式手続開始の公

示 P3 

配置予定技術者について、公示（15）ア

に「前記 3(13)に掲げる工事と同じ施工

経験を有する」と記載されていますが、

そのあとに「（ただし、建物の用途及び

工事完成年月日、工事の規模は求めな

い）」と記載があります。公示 3（13）

には「用途・完成年月日・工事規模」が

定められていますが、会社の実績と配

置予定技術者の実績は切り離して別条

件とし、（ただし）からを正と考えてよ

ろしいでしょうか。 

会社の実績と配置予定技術者の実

績は別条件です。なお、配置予定技

術者の実績には構造の要件が必要

となります。 



 2 

№ 資料名及びページ 質疑内容 回答 

４ 中央図書館等移転

改修事業に係る公

募型プロポーザル

実施要領 P2 

7 参加表明書兼参加資格確認申請書の

提出に関する質問の受付 

本様式は単体企業で提出いたします

が、10 月 12 日締切の申請書提出までに

共同企業体参加となった場合、本様式

は共同企業体名に変更して再提出する

ことでよろしいでしょうか。 

様式２－１の再提出は必要ありま

せん。 

５ 技術協力業務委託

特記仕様書 P2 

4(1)(2) 担当技術者において、「「電気

設備」と「機械設備」は兼務できるもの

とする」とありますが、本業務専任が必

須ではないと考えてよろしいですか。 

電気設備及び機械設備の担当技術

者の兼務については、○・印を記載

しておらず、兼務はできません。ま

た、この業務の専任の必要はあり

ません。 

６ 技術協力業務委託

特記仕様書 P3 

5 技術協力業務の内容を行うために、各

工事の施工会社の協力が必要です。各

工事の施工会社が協力業務に参画でき

るものと考えてよろしいですか。また

その費用を、技術協力業務の見積に含

んでよろしいでしょうか。 

参画は可能です。また、費用は見積

に含めても差し支えありません。

なお、本業務の契約を締結した後

には、約款第１１条第２項の規定

に基づき、参画について発注者の

承諾を得る必要があります。 

７ 技術協力業務委託

特記仕様書 P3 

5 技術協力業務(6) 関係機関等との協

議資料作成支援について、「発注者及び

設計者が行う関係機関との協議、学識

経験者への意見聴取」は、それぞれ何回

実施する予定でしょうか、教示くださ

い。 

技術提案された内容を実施設計に

反映するために必要となる関係機

関との協議、学識経験者への意見

聴取を考えており、状況に応じて

変動することはありますが、多く

ても週１回程度を見込んでいま

す。 

８ 技術協力業務委託

特記仕様書 P3 

5 技術協力業務(8) 設計調整協議に、

「受注者は、発注者及び設計者と実施

設計に関する調整協議を行う」とあり

ますが、具体的にどういう業務を行う

のでしょうか。また、調整協議の打合せ

は、何回実施する予定でしょうか、教示

ください。 

受注者は、技術提案した内容を実

施設計に反映させるため、発注者

及び設計者と協議を行います。 

実施設計に係る定例会議を週 1 回

程度開催しており、必要に応じて

同会議への受注者の出席を考えて

います。 
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№ 資料名及びページ 質疑内容 回答 

９ 技術協力業務委託

特記仕様書 P3 

5 技術協力業務(8) 設計調整協議に、

「調査職員が指示する場合には管理技

術者、各主任技術者は必ず参加する」と

記載されています。他に技術協力段階

での「主任技術者の定義・配置」項目が

見当たらないのですが、解釈について

教示ください。 

本業務においては、主任技術者の

配置予定はありません。 

10 技術協力業務委託

特記仕様書 P3 

6 業務の実施（2）「別契約業務がある場

合は、設計内容の調整及び確認を行う

とともに、業務に必要な図面または資

料を別契約業務受注者に提供する」と

ありますが、技術協力業務受注者は別

途契約業者と工程調整を行いますが、

設計内容の調整確認は設計業務の範囲

と考えます。また図面の提供も勝手に

行えるものでなく、図面所有者（設計）

が行うものと考えます。本項の解釈を

教示ください 

設計内容とは、設計者が行う実施

設計ではなく、技術提案内容に基

づき実施設計に反映させるため

に、受注者及び受注者の協力会社

が作成する図面等の内容を指しま

す。よって、業務に必要な図面又は

資料の提供とは、本業務で作成す

る図面等を協力会社へ提供すると

いうことを指します。 

11 技術協力業務委託

特記仕様書 P6 

7 成果物、提出部数等(4)設計原図の作

成等とありますが、基本実施設計業務

は受注者が決められています。本設計

原図とは何を指しているのでしょう

か。技術協力業務受注者は、5 技術協力

業務(9)報告書の作成で設計原図の作

図業務が含まれるのですか。 

技術協力であり、設計業務ではないた

め、成果物について再度教示ください 

設計原図とは、設計者が行う実施

設計ではなく、技術提案内容に基

づき実施設計に反映させるために

受注者が作成する図面等の原図を

いいます。 

これを技術協力業務の受注者の成

果物とします。 

 


